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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年６月22日に提出いたしました第61期（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）有価証券

報告書の添付書類のうち、「定款」の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の

訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

訂正後の「定款」を添付いたします。

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

訂正前 訂正後

（単元株式数）

第８条　当会社の単元株式数は、100株とする。

　　②　当会社は、第７条の規定にかかわらず、単元未満株

式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程

に定めるところについてはこの限りでない。
 

（単元株式数）

第８条　当会社の単元株式数は、100株とする。

　　　（削除）
 

（施行）

　この定款は、平成20年６月19日より改訂施行する。

　　制　定　　昭和23年３月31日

　　改　訂　　平成９年12月８日

　　改　訂　　平成16年６月25日

　　改　訂　　平成17年６月24日

　　改　訂　　平成18年６月23日

　　改　訂　　平成20年６月19日

 

（施行）

　この定款は、平成21年６月19日より改訂施行する。

　　制　定　　昭和23年３月31日

　　改　訂　　平成９年12月８日

　　改　訂　　平成16年６月25日

　　改　訂　　平成17年６月24日

　　改　訂　　平成18年６月23日

　　改　訂　　平成21年６月19日
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